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1
．
日
本
の
近
代
と
国
境
線

国
境
は
「
人
間
が
生
存
す
る
実
態
空
間
そ
の
も
の
お
よ
び
そ
の
人
間
の
有
す
る
空
間
お
よ
び
集
合
認
識
の
中
で
派
生
す
る
差
異
化
（
自

他
の
区
別
）
を
も
た
ら
す
境
界

（
1
）

」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
体
制
、
つ
ま
り
主
権
と
い
う
概
念
で
空
間
に
線
を
引
き
、
そ

の
空
間
の
な
か
を
排
他
的
に
権
力
が
支
配
す
る
体
制
が
起
源
」
と
な
る
も
の
で
あ
り
、「
境
界
で
囲
ま
れ
た
空
間
に
暮
ら
す
人
々
を
『
国

民
』
と
し
、」
空
間
の
中
で
適
用
さ
れ
る
ル
ー
ル
を
一
元
化
し
て
こ
れ
に
従
わ
な
い
も
の
を
『
異
分
子
』
と
し
て
排
除
、
あ
る
い
は
同
化

す
る
」
領
域

（
2
）

で
あ
り
、「
あ
る
空
間
の
中
で
権
威
と
権
力
を
一
致
さ
せ
て
い
く
流
れ

（
3
）

」
の
な
か
で
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
る
。
現
在

で
は
南
極
以
外
の
地
域
に
は
陸
だ
け
で
は
な
く
、
島
と
島
、
島
と
大
陸
の
間
に
も
国
境
線
が
ひ
か
れ
て
い
る

（
4
）

。
こ
の
国
境
線
で
囲
ま
れ
た

範
囲
が
広
い
意
味
で
の
領
土
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
「
も
と
を
正
せ
ば
、
領
土
と
は
『
縄
張
り
』
の
こ
と
」
で
あ
り
、
人
間
は
「
集
団
が
大
き
く
な
っ
て
国
を
作
り
、
縄
張
り
は

や
が
て
領
土
に
、
縄
張
り
の
境
界
は
国
境
線
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
近
代
化
さ
れ
る
以
前
、
人
類
が
世
界
全
体
を
支
配
す
る

に
は
『
力
』
が
不
足
し
て
い
た
。
人
類
の
全
人
口
は
現
在
に
比
べ
て
格
段
に
少
な
く
、
統
治
の
た
め
に
必
要
な
通
信
手
段
や
輸
送
手
段
も

不
足
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
統
治
力
は
中
心
か
ら
離
れ
る
に
し
た
が
っ
て
弱
く
な
り
、
力
の
及
ば
な
い
『
空
白
の
領
域
』
が

世
界
中
の
あ
ち
こ
ち
に
存
在
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
「
倭
国
は
六
八
九
年
の
飛
鳥
浄
御
原
令
で
公
式
に
日
本
国
と
な
っ
た
。

そ
の
後
日
本
国
は
畿
内
か
ら
領
域
を
拡
大
し
て
い
き
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
に
至
る
領
域
を
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
領
域
は
あ

け
す
け
な
国
境
線
で
あ
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
囲
ま
れ
て
い
た

（
5
）

」
国
家
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
が
明
確
な
国
境
す
な
わ
ち
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
を
設
定
す
る
の
は
江
戸
末
期
の
ロ
シ
ア
と
の
国
境
線
の
画
定
で
あ
っ
た
。
明
治
維
新
後

二
五
四



竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

の
琉
球
処
分
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
琉
球
藩
設
置
に
始
ま
り
、
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
の
沖
縄
県
の
設
置
で
終
了
し
た
。
琉

球
処
分
に
関
し
て
清
国
と
日
本
は
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
、「
宮
古
・
八
重
山
諸
島
を
清
国
に
割
譲
し
、
そ
の
引
き
換
え
に
日
本

商
人
が
清
国
で
欧
米
諸
国
並
み
の
通
商
が
で
き
る
よ
う
に
日
清
友
好
条
規
に
条
文
を
追
加
す
る
」
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
す
る
「
分
島
増

約
案
」
を
妥
結
し
、
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
。
た
だ
し
清
国
が
「
分
島
増
約
」
に
調
印
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
宮
古
・
八
重
山
諸
島
」

は
日
本
の
領
土
と
し
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
6
）

。
こ
の
結
果
、
日
本
の
領
土
は
府
県
が
設
置
さ
れ
た
地
域
と
北
海
道
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
領
域
、
す
な
わ
ち
北
海
道
か
ら
沖
縄
県
に
至
る
領
域
を
領
土
と
し
て
確
定
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
は
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
一
月
に
尖
閣
諸
島
を
、「
無
主
地
先
占
」
を
理
由
に
日
本
の
領
域
に
編
入
し
た
。
こ
の
時
期
は
、

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
八
月
か
ら
翌
年
三
月
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
た
日
清
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
。
一
八
九
五
年
四
月
の
下
関
条

約
に
お
い
て
台
湾
が
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
尖
閣
諸
島
が
沖
縄
に
帰
属
す
る
島
々
な
の
か
、
台
湾
に
属
す
る
島
々
な
の
か
に
つ

い
て
の
争
い
は
生
じ
よ
う
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
の
日
本
の
領
域
に
関
す
る
複
数
の
解
釈
が

存
在
し
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
月
に
竹
島
（
独
島
）
を
、
同
じ
く
「
無
主
地
先
占
」
を
理
由
に
日
本
の
領
域

に
編
入
し
た
。
こ
の
時
期
も
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
二
月
か
ら
翌
年
九
月
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
た
日
露
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
日
本
の
「
無
主
地
先
占
」
に
よ
る
領
土
確
定
宣
言
と
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
関
係
に
少
し
考
慮
す
る
主
張
も
み
ら
れ
る

（
7
）

。

こ
う
し
た
「
無
主
地
先
占
」
に
続
い
て
日
本
は
、
一
八
九
五
年
に
日
清
戦
争
の
勝
利
に
よ
り
遼
東
半
島
（
三
国
干
渉
に
よ
り
一
八
九
五
年

返
還
）
と
台
湾
を
領
有
し
、
一
九
〇
五
年
に
日
露
戦
争
の
勝
利
に
よ
り
南
樺
太
を
領
有
す
る
と
と
も
に
、
遼
東
半
島
の
南
部
を
租
借
地
と

し
関
東
州
と
し
て
支
配
下
に
お
い
た
。
ま
た
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
は
韓
国
を
併
合
し
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
は
第
一
次
世

界
大
戦
の
勝
利
に
よ
り
南
洋
群
島
を
委
任
統
治
領
と
し
て
獲
得
し
た
。
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
は
満
州
事
変
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年

二
五
五



を
通
じ
て
満
州
国
を
発
足
さ
せ
、
実
質
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
。
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
四
月
の
尋
常
小
学
校
高
学
年
用
の
『
地

理
書
（
巻
二
）』
に
は
、
関
東
・
奥
羽
・
中
部
・
近
畿
・
中
国
・
四
国
・
九
州
以
外
の
日
本
の
領
土
と
し
て
、「
北
海
道
、
樺
太
、
台
湾
、

朝
鮮
、
関
東
州
、
我
が
南
洋
群
島
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
8
）

。

こ
の
よ
う
に
日
本
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
間
に
戦
勝
国
と
し
て
領
域
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
ま
た
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
か

ら
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
ま
で
の
（
広
義
の
）
日
中
（
中
日
）
戦
争
に
お
い
て
中
国
東
北
・
内
モ
ン
ゴ
ル
地
域
へ
の
軍
事
的
な
影
響
力
を
高

め
、
溥
儀
を
元
首
と
す
る
傀
儡
国
家
で
あ
る
満
州
国
を
発
足
さ
せ
、
実
質
的
に
支
配
下
に
お
い
た

（
9
）

。
し
か
し
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に

よ
っ
て
日
本
の
領
土
は
日
清
戦
争
以
前
に
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
時
の
島
嶼
部
の
帰
属
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
た
こ
と
か
ら
国
境

線
問
題
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
要
因
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
│
七
六
六
号
／
一
〇
三
三
号
（
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
・
ラ
イ
ン
）、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
内
容
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
領
土
問
題
の
根
幹
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
中
心
的
な
地
域
が
北
方
四
島
、
尖
閣
諸
島
、
竹
島
（
独
島
）
な
の
で
あ
る

（
10
）

。

2
．
竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
韓
両
国
の
国
民
に
対
す
る
情
報
の
非
対
称

竹
島
（
独
島
）
は
北
緯
三
七
度
一
四
分
、
東
経
一
三
一
度
五
二
分
（
北
緯
三
七
度
〇
九
分
、
東
経
一
三
一
度
五
五
分
と
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
）

に
あ
り
、
日
本
で
は
島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
に
所
属
す
る
竹
島
と
よ
ば
れ
る
離
島
で
あ
り
、
韓
国
で
は
慶
尚
北
道
鬱
陵
郡
鬱
陵
邑
に

所
属
す
る
独
島
と
よ
ば
れ
る
離
島
で
あ
り
、
竹
島
（
独
島
）
は
東
島
（
女
島
）
と
西
島
（
男
島
）
と
岩
礁
で
構
成
さ
れ
て
い
る
、
総
面
積

〇
・
二
〇
㎢
（
〇
・
二
三
㎢
と
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
）
の
群
島
で
あ
る
。
本
州
か
ら
は
約
二
一
一
㎞
の
位
置
に
あ
り
、
朝
鮮
（
韓
）
半
島
か
ら

は
約
二
一
七
㎞
の
位
置
に
あ
る
、
両
国
の
ほ
ぼ
中
間
（
若
干
日
本
の
方
が
近
い
）
に
位
置
す
る
群
島
で
あ
る
。
本
州
か
ら
約
六
七
㎞
の
隠
岐

二
五
六



竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

諸
島
か
ら
は
約
一
五
八
㎞
の
位
置
に
あ
り
、
朝
鮮
（
韓
）
半
島
か
ら
約
一
四
〇
㎞
の
鬱
陵
島
か
ら
約
八
八
㎞
の
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

島
か
ら
の
距
離
で
は
韓
国
の
方
が
約
半
分
の
距
離
と
な
っ
て
い
る

（
11
）

。

竹
島
が
日
韓
（
韓
日
）
の
歴
史
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
一
月
一
八
日
の
大
統
領
宣
言
（「
隣
接
海
洋
に
よ
る
主

権
宣
言
」）
い
わ
ゆ
る
「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
の
設
定
の
結
果
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し

停
戦
し
、
敗
戦
国
と
し
て
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に
よ
る
統
治
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
日
本
は
、
一
九
五
一

（
昭
和
二
六
）
年
九
月
八
日
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
に
出
席
し
平
和
条
約
を
締
結
し
、
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
の
平
和
条
約
の

発
行
に
よ
っ
て
主
権
を
回
復
し
た
。
平
和
条
約
に
付
随
し
て
、
竹
島
へ
の
日
本
漁
民
の
活
動
を
制
限
す
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ン
も
失

効
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
李
承
晩
は
、
日
本
海
に
お
け
る
韓
国
側
に
極
端
に
優
位
な
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ン
の
権
益
確
保
を

目
的
の
一
つ
と
し
て
大
統
領
宣
言
を
行
い
、
い
わ
ゆ
る
李
承
晩
ラ
イ
ン
を
一
方
的
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。

李
承
晩
ラ
イ
ン
が
ひ
か
れ
た
背
景
に
は
、
戦
後
の
日
本
海
で
は
、「
日
本
の
漁
業
が
韓
国
を
圧
倒
し
、
韓
国
沿
岸
近
辺
に
ま
で
押
し
寄

せ
て
お
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
食
い
止
め
る
か
が
韓
国
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
日
本
は
自
粛
ラ
イ
ン
を
引
い
て
韓
国
沿
岸

に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
」
と
い
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
。
韓
国
沿
岸
で
の
日
本
漁
業
の
圧
力
を
抑
制
す
る
こ
と
が

李
承
晩
ラ
イ
ン
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
そ
も
そ
も
李
承
晩
ラ
イ
ン
の
原
案
に
は
竹
島
は
入
っ
て
い
な

か
っ
た
」
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
韓
国
で
は
「
ラ
イ
ン
を
検
討
す
る
過
程
に
お
い
て
、
韓
国
外
交
部
が
こ
れ
を
押
し
込
ん
だ
」
の
で

あ
り
、
ラ
イ
ン
そ
の
も
の
が
一
種
の
政
治
的
な
操
作
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
と
同
時
に
、
当
時
は
韓
国
も
独
島
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
っ
た
評
価
か
ら
も
理
解
で
き
る

（
12
）

。

李
承
晩
ラ
イ
ン
の
設
定
に
対
し
て
日
本
は
、
一
九
五
二
年
一
月
二
八
日
に
「
韓
国
は
竹
島
と
し
て
知
ら
れ
る
日
本
海
の
小
島
に
領
土
権
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を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
日
本
政
府
は
、
韓
国
の
か
か
る
僭
称
ま
た
は
要
求
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
見
解
を
表
明

し
、
韓
国
の
一
方
的
な
現
状
変
更
を
非
難
し
た
。
他
方
韓
国
は
、
二
月
一
二
日
に
「
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
│
六
七
七
お
よ
び
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・

ラ
イ
ン
が
韓
国
の
竹
島
領
有
権
を
裏
付
け
、
確
認
し
て
い
る
」
と
主
張
し
、
自
ら
の
行
動
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。
そ
の
後
両
国
間
に
は

領
土
標
柱
の
設
置
・
撤
去
合
戦
、
領
海
侵
犯
に
対
す
る
抗
議
や
、
文
書
に
よ
る
領
土
主
張
の
応
酬
が
あ
っ
た

（
13
）

。
こ
う
し
た
動
き
が
一
時
停

止
し
た
の
は
、
一
九
五
一
年
七
月
に
連
合
国
軍
総
司
令
部
覚
書
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
）
第
二
一
六
〇
号
を
も
っ
て
、
竹
島
を
米
軍
の
爆
撃
訓

練
区
域
と
し
て
指
定
し
て
い
た
米
軍
が
、
一
九
五
二
年
七
月
に
日
米
行
政
協
定
に
基
づ
き
、
同
協
定
の
日
米
両
国
の
協
議
機
関
で
あ
る
合

同
委
員
会
を
通
じ
て
、
在
日
米
軍
の
使
用
す
る
爆
撃
訓
練
区
域
の
一
つ
と
し
て
竹
島
を
指
定
し
、
外
務
省
も
そ
の
旨
を
告
示
し
た
た
め
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
三
月
に
合
同
委
員
会
が
竹
島
を
爆
撃
訓
練
区
域
か
ら
除
外
し
た
こ
と
か
ら
、
竹
島
（
独

島
）
を
め
ぐ
る
日
韓
（
韓
日
）
の
動
き
が
再
開
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
14
）

。

竹
島
周
辺
で
の
漁
業
再
開
が
実
現
し
た
後
、
韓
国
漁
民
の
不
法
漁
業
に
対
し
て
退
去
を
命
じ
た
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
が
、
韓
国
漁
民

を
援
護
し
て
い
た
韓
国
官
憲
に
よ
っ
て
銃
撃
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
し
て
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
六
月
に
韓
国
内
務

部
は
、
韓
国
沿
岸
警
備
隊
（
海
上
警
察
）
の
駐
留
部
隊
を
竹
島
（
独
島
）
に
派
遣
し
、
八
月
に
は
竹
島
周
辺
を
航
行
し
て
い
た
海
上
保
安
庁

の
巡
視
船
が
銃
撃
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。
現
在
も
韓
国
に
よ
る
竹
島
（
独
島
）
の
実
効
支
配
は
続
い
て
お
り
、
そ
の
違
法
性
を
主
張
す
る
日
本
と
、

正
当
性
を
主
張
す
る
韓
国
が
、
数
々
の
歴
史
的
資
料
を
列
挙
し
合
っ
て
、
相
互
に
自
国
の
正
当
性
を
主
張
し
合
う
と
い
う
形
の
対
立
が
継

続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
日
本
政
府
や
学
識
者
を
中
心
に
、
竹
島
が
日
本
の
領
土
で
あ
る
と
す
る
証
拠
を
列
挙
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

主
張
だ
け
を
見
聞
き
し
て
い
れ
ば
、
韓
国
側
の
不
当
性
へ
の
認
識
が
当
然
の
ご
と
く
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
韓
国
に
お
い
て
も

二
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竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

独
島
（
竹
島
）
が
自
国
の
領
土
で
あ
る
と
す
る
証
拠
を
列
挙
し
、
教
育
や
音
楽
な
ど
を
通
じ
て
日
本
の
不
当
性
を
強
調
し
国
民
の
反
日
感

情
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る

（
16
）

。
両
国
の
一
方
的
な
情
報
の
提
供
と
正
当
性
の
強
調
は
、
両
国
民
に
対
し
て
情
報
の
非
対
称
性
と
し
て
現

れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
現
状
の
固
定
化
が
進
む
だ
け
で
あ
り
、
両
国
民
の
対
立
感
情
を
醸
成
す
る
だ
け
と
な
る
危
険

を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

3
．
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
関
係
と
日
韓
領
土
対
立
の
根
源

戦
後
日
本
の
領
域
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
り
、「
日
本
国
ノ
主
権
ハ
本
州
、
北
海
道
、
九
州
、
四
国
竝
ニ
我
等
ノ
決
定
ス
ル

諸
小
島
ニ
局
限
セ
ラ
ル
ベ
シ
」
と
の
規
定
に
よ
っ
て
、
本
州
、
北
海
道
、
九
州
、
四
国
以
外
の
諸
小
島
の
範
囲
は
連
合
国
が
定
め
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
一
月
二
九
日
連
合
国
最
高
司
令
部
訓
令
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
）
第
六
六
七
号
に

よ
っ
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
占
領
す
る
国
と
し
て
の
日
本
の
範
囲
を
決
定
し
た
の
で
あ
る

（
17
）

。
訓
令
に
は
「
日
本
と
い
う
場
合
は
次
の
定
義
に
よ

る
」
と
の
規
定
が
お
か
れ
、「
日
本
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
地
域
」
と
し
て
「
⒜
鬱
陵
島
、
竹
島
、
済
州
島
、
⒝
北
緯
三
〇
度
以
南
の
琉

球
（
南
西
）
列
島
（
以
下
略
）、
⒞
千
島
列
島
、
歯
舞
諸
島
（
略
）、
色
丹
島
」
な
ど
が
し
め
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
竹
島
（
独
島
）
は
日
本
か

ら
除
か
れ
た
が
、
こ
こ
に
い
う
範
囲
は
、
日
本
の
行
政
権
を
排
除
し
、
そ
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
権
限
が
及
ぶ
地
域
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
、
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
で
い
う
日
本
の
領
土
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

（
18
）

。

一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
に
発
効
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
は
、
第
二
章
「
領
域
」
第
二
条
に
お
い
て
日
本
の
放
棄
す
べ

き
領
域
を
規
定
し
、
そ
れ
以
外
を
日
本
の
領
域
と
し
た
。
そ
の
内
容
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。
そ
れ
は
、

⒜　

日
本
国
は
、
朝
鮮
の
独
立
を
承
認
し
て
、
済
州
島
、
巨
文
島
及
び
鬱
陵
島
を
含
む
朝
鮮
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
限
及
び
請

二
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求
権
を
放
棄
す
る
。

⒝　

日
本
国
は
、
台
湾
及
び
澎
湖
諸
島
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
限
及
び
請
求
権
を
放
棄
す
る
。

⒞　

日
本
国
は
、
千
島
列
島
竝
び
に
日
本
国
が
一
九
〇
五
年
九
月
五
日
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
の
結
果
と
し
て
主
権
を
放
棄
し
た
樺
太
の

一
部
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る
諸
島
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
限
及
び
請
求
権
を
放
棄
す
る
。

　

…　

以
下
略　

…

⒡　

日
本
国
は
、
新
南
群
島
及
び
南
沙
群
島
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
限
及
び
請
求
権
を
放
棄
す
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
⒜
に
は
竹
島
（
独
島
）
が
、
⒝
に
は
尖
閣
諸
島
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
⒞
で
は
北
方
領
土
の
扱
い
が
不
明
確
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
不
明
確
さ
が
現
在
の
日
本
の
領
土
問
題
の
原
点
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る

（
19
）

。

竹
島
（
独
島
）
は
一
九
四
六
年
の
訓
令
第
六
七
七
号
で
日
本
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
地
域
と
な
っ
た
が
、
一
九
五
一
年
八
月
一
〇
日
に

ラ
ス
ク
国
務
次
官
補
が
ド
・
チ
ャ
ン
・
ヤ
ン
韓
国
大
使
に
対
し
て
、「
我
々
の
情
報
に
よ
れ
ば
独
島
は
朝
鮮
の
一
部
と
扱
わ
れ
た
こ
と
は

一
度
も
な
く
、
一
九
〇
五
年
以
降
島
根
県
隠
岐
島
司
の
所
管
に
あ
る
」
と
し
て
、
竹
島
（
独
島
）
が
日
本
領
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
は
、
⒜
に
は
竹
島
（
独
島
）
の
規
定
が
、
⒝
で
は
尖
閣
諸
島
の
規
定
が
な
く
、
⒞
で
は
地
理

上
の
千
島
列
島
と
外
交
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
千
島
列
島
の
相
違
や
、
北
海
道
の
一
部
で
あ
る
歯
舞
群
島
と
色
丹
島
の
相
違
な
ど
は
不
明
確

な
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
扱
い
と
、
日
本
が
放
棄
し
た
相
手
先
が
不
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
解
釈
上
の
相
違
も
周
辺
諸

国
と
の
対
立
の
主
た
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
、
竹
島
（
独
島
）
や
尖
閣
諸
島

や
い
わ
ゆ
る
北
方
領
土
の
規
定
が
な
か
っ
た
以
上
、
そ
れ
ら
の
地
域
は
日
本
領
で
あ
る
と
す
る
主
張
と
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
帰
属
先
が
不

明
確
と
な
り
国
際
紛
争
の
火
種
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
主
張
に
大
別
で
き
る
。

二
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竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

前
者
の
代
表
的
な
主
張
は
、「
日
本
は
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
と
し
て
平

和
条
約
を
締
結
し
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
第
二
条
で
は
日
本
の
領
域
が
定
め
ら
れ
、
明
治
維
新
以
降
、
日
本
が
幾
度
か
の

戦
争
に
よ
り
獲
得
し
た
支
配
地
域
に
対
す
る
領
有
権
の
放
棄
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
見
て
日
本
が
支
配
つ
づ
け
て
い
た
地
域
だ

け
が
『
日
本
国
』
の
固
有
の
領
土
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
ま
で
領
有
し
て
い
た
地
域
の
中
で
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
放
棄
す
べ
き
地
域
と
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
、
必
然
的
に
日
本
の
領
土
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と

み
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
こ
の
領
有
権
を
放
棄
す
べ
き
地
域
の
中
に
は
、
竹
島
も
北
方
領
土
も
尖
閣
諸
島
も
入
っ
て
い
な
い
」

こ
と
を
理
由
と
し
て
、「
韓
国
に
支
配
さ
れ
て
い
る
竹
島
も
ロ
シ
ア
（
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
北
方
領
土
も
中
国
が
領
有

権
を
主
張
す
る
尖
閣
諸
島
も
、
疑
う
余
地
も
無
く
日
本
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る

（
20
）

。

他
方
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
は
、「『
未
解
決
の
諸
問
題
』
が
発
生
す
る
様
々
な
要
素
を
含
ん
で
い
た
」
と
す
る
考
え
も
あ

る
。
そ
こ
で
は
、「
こ
こ
に
至
っ
て
⒜
か
ら
『
竹
島
』
と
い
う
地
名
は
消
え
て
、
日
本
の
も
の
か
ど
う
か
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
し
、

『
朝
鮮
』
が
南
北
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
も
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
ま
た
⒝
⒞
か
ら
は
『
ソ
連
』『
中
国
』
と
い
う
帰
属
先
が
消
え
て
い
た
」

こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
二
条
の
⒜
は
朝
鮮
の
主
権
と
竹
島
、
⒝
は
台
湾
の
主
権
、
⒞
は
南
樺
太
・
千
島
列
島
、
⒡
は
南

沙
・
西
沙
諸
島
の
帰
属
問
題
に
関
係
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、「
条
約
で
は
日
本
に
よ
る
領
土
放
棄
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、『
ど
の

国
（
政
府
）』
に
対
し
て
放
棄
さ
れ
た
の
か
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
紛
争
の
種
が
残
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
「
条
約
は
日
本
が
放
棄
し
た
領
土
の
範
囲
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
を
し
て
い
な
い
」
こ
と
が
、
北
方
領
土
、
竹
島
、
尖
閣
諸
島
が
将

来
紛
争
の
原
因
と
な
る
可
能
性
が
残
さ
れ
た
」
こ
と
を
大
き
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る

（
21
）

。
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4
．
島
根
県
の
竹
島
（
独
島
）
と
鬱
陵
郡
の
独
島
（
竹
島
）
に
関
す
る
情
報
発
信

日
本
は
、
一
九
〇
四
年
二
月
八
日
か
ら
一
九
〇
五
年
九
月
五
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
日
露
戦
争
の
最
中
の
、
一
九
〇
五
年
一
月
二
八
日

に
「
他
国
に
於
い
て
之
を
占
領
し
た
り
と
認
む
へ
き
形
跡
」
が
な
い
と
し
て
、
無
人
島
を
竹
島
と
命
名
し
、
島
根
県
隠
岐
郡
の
所
管
と
し
、

二
月
二
二
日
に
島
根
県
に
正
式
に
編
入
し
て
い
る
。
日
本
が
韓
国
に
竹
島
の
編
入
を
通
知
し
た
の
は
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
に
ソ
ウ
ル
に

総
督
府
を
お
い
た
後
の
一
九
〇
六
年
三
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
日
本
は
一
九
一
〇
年
に
韓
国
併
合
条
約
を
大
韓
民
国
に
調
印
さ
せ
た
こ
と

か
ら
、
韓
国
で
は
竹
島
（
独
島
）
を
日
韓
併
合
の
象
徴
と
す
る
見
方
も
強
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
他
方
李
承
晩
ラ
イ
ン
で
韓
国
に
よ
る
独

島
（
竹
島
）
の
実
効
支
配
が
開
始
さ
れ
た
後
も
、
竹
島
は
両
国
の
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
平
和
的
な
両
国
間
の
交
流
の
障
害
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
中
華
民
国
（
臺
灣
、
台
湾
）
を
国
家
に
準
じ
た
独
立
し
た
地
域
政
府
と
考
え

た
場
合
の
、
台
湾
（
臺
灣
）
と
日
本
に
お
け
る
尖
閣
諸
島
の
関
係
と
も
あ
る
程
度
共
通
し
た
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
韓
（
韓
日
）
の
対
立
は
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
八
月
の
韓
国
政
府
に
よ
る
「
日
韓
断
交
」
に
ま
で
突

き
進
ん
だ
。
こ
の
閉
塞
し
た
日
韓
（
韓
日
）
関
係
を
改
善
さ
せ
た
も
の
が
、
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
四
月
の
学
生
蜂
起
に
よ
る
李
承
晩

政
権
の
転
覆
で
あ
っ
た
。
翌
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
に
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
決
行
し
た
朴
正
熙
は
、
韓
日
（
日
韓
）
国
交
回
復
交
渉
に

着
手
し
た
の
で
あ
る
。
国
交
回
復
交
渉
に
お
い
て
、
実
行
に
は
移
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
竹
島
（
独
島
）
爆
破
の
話
が
両
国
か
ら
提
言

さ
れ
る
ほ
ど
、
こ
の
問
題
は
国
交
回
復
の
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
竹
島
・
独
島
問
題
は
、
解
決
せ
ざ
る
を
も
っ

て
、
解
決
し
た
も
の
と
み
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
条
約
で
は
触
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
竹
島
・
独
島
問
題
を
先
送
り

す
る
こ
と
で
、
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
六
月
二
二
日
に
、
日
本
と
大
韓
民
国
は
「
交
換
公
文
」
と
と
も
に
「
日
韓
（
韓
日
）
基
本
条

二
六
二



竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

約
」
を
締
結
し
た
の
で
あ
る

（
22
）

。
こ
の
時
同
時
に
「
一
、
沿
岸
か
ら
一
二
海
里
（
約
二
二
㎞
）
ま
で
の
水
域
は
、
漁
業
に
関
し
て
沿
岸
国
が

管
轄
権
を
持
つ
こ
と
と
、
二
、
そ
の
外
側
の
水
域
で
は
両
国
が
自
由
に
操
業
で
き
る
が
、
韓
国
周
辺
に
共
同
水
域
を
設
け
、
資
源
保
護
の

た
め
に
両
国
が
操
業
の
規
制
を
行
う
」
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
す
る
「
日
韓
（
韓
日
）
漁
業
協
定
」
が
締
結
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
23
）

。

竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
両
国
関
係
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
っ
た
も
の
が
、
一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年

一
二
月
に
締
結
さ
れ
、
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
一
一
月
に
発
効
し
た
「
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」（
国
連
海
洋
法
条
約
）
で
あ
る
。

日
韓
（
韓
日
）
両
国
に
お
い
て
「
国
連
海
洋
法
条
約
」
は
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
に
発
効
し
た
。「
こ
れ
を
受
け
て
一
九
九
九
（
平
成

一
一
）
年
に
は
、『
新
日
韓
（
韓
日
）
漁
業
協
定
』
が
結
ば
れ
ま
し
た
が
、
竹
島
が
ど
ち
ら
の
国
に
属
す
る
か
が
解
決
し
て
い
な
い
た
め
排

他
的
経
済
水
域
の
ラ
イ
ン
が
引
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
『
新
日
韓
（
韓
日
）
漁
業
協
定
』
で
は
、
竹
島
や
そ
の
周
り
の
海
は
日

本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
が
共
同
で
管
理
す
る
『
暫
定
水
域
』
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
『
暫
定
水
域
』
内
で
は
、
日
本

と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
漁
船
が
漁
業
す
る
期
間
を
約
束
し
て
漁
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

（
24
）

」
と
い
う
状
況
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
両
国
漁
民
の
対
立
は
氷
解
し
て
は
い
な
い
。

「
新
日
韓
（
韓
日
）
漁
業
協
定
」
締
結
前
後
に
、
両
国
で
は
竹
島
（
独
島
）
の
領
有
権
を
主
張
す
る
運
動
が
対
立
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

鬱
陵
島
で
は
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
の
光
復
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
、「
独
島
博
物
館
」
を
開
館
し
た
。
そ
こ
で
は
独
島
（
竹
島
）
の
み

な
ら
ず
、
対
馬
の
領
有
を
主
張
す
る
展
示
物
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
に
は
、
独
島
博
物
館
よ
り
一
回
り
大
き
な

「
安
龍
福
記
念
館
」
を
開
設
し
て
い
る
。
安
龍
福
に
つ
い
て
は
、「
漁
夫
の
安
龍
福
は
一
六
九
三
年
、
鬱
陵
島
近
郊
で
漁
業
を
し
て
い
て
見

つ
け
た
日
本
漁
民
を
問
い
詰
め
た
と
こ
ろ
日
本
に
連
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
、
江
戸
幕
府
な
ど
に
独
島
と
鬱
陵
島
が
自
分
た
ち
の
土

地
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
幕
府
は
鬱
陵
島
・
独
島
が
朝
鮮
領
土
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
書
契
（
外
交
文
書
）
を
書
い
た
」
人
物
と

二
六
三



し
て
、
韓
国
で
は
独
島
（
竹
島
）
の
韓
国
領
土
で
あ
る
事
実
を
日
本
に
認
め
さ
せ
た
英
雄
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）

年
六
月
に
も
、
安
龍
福
が
帰
国
し
た
後
、
鬱
陵
島
と
独
島
（
竹
島
）
を
守
る
た
め
に
二
・
三
年
ご
と
に
派
遣
し
た
「
捜
討
使
」
を
再
現
す

る
行
事
、「
蔚
珍
捜
討
使
再
現
行
事
」
を
行
っ
て
い
る

（
25
）

。

島
根
県
議
会
は
、「
二
月
定
例
議
会
の
最
終
日
（
平
成
一
七
年
三
月
一
六
日
）
に
、
二
月
二
二
日
を
「
竹
島
の
日
」
と
す
る
議
員
提
案
条

例
「
竹
島
の
日
を
定
め
る
条
例
」
を
賛
成
多
数
で
可
決
」
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
「『
二
月
二
二
日
』
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
の
閣

議
決
定
に
基
づ
き
、
竹
島
を
島
根
県
隠
岐
島
司
の
所
管
と
す
る
旨
を
島
根
県
知
事
が
公
示
し
た
日
で
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
は
公
示
の
日
か

ら
一
〇
〇
周
年
の
節
目
の
年
に
あ
た
る
」
た
め
で
あ
り
、
県
議
会
が
「
竹
島
の
日
」
を
制
定
し
た
の
は
、「
こ
の
日
を
中
心
と
し
て
竹
島

問
題
に
対
す
る
県
民
と
国
民
の
理
解
と
関
心
を
更
に
深
め
る
取
り
組
み
を
行
い
、
全
国
的
に
竹
島
領
土
権
確
立
運
動
の
一
層
の
推
進
を
図

り
、
領
土
権
の
確
立
を
目
指
す
」
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
島
根
県
議
会
の
動
き
に
対
し
て
、「
三
月
二
二
日
、
大
韓
民
国

慶
尚
北
道
議
会
議
長
か
ら
島
根
県
議
会
議
長
に
あ
て
に
、
慶
尚
北
道
議
会
国
際
親
善
議
員
連
盟
と
島
根
県
日
韓
親
善
議
員
連
盟
と
の
交
流

協
力
合
意
書
を
破
棄
し
た
旨
の
通
知
が
届
き
」、「
四
月
一
三
日
、
島
根
県
議
会
議
長
か
ら
大
韓
民
国
慶
尚
北
道
議
会
議
長
に
あ
て
友
好
交

流
の
継
続
を
望
む
返
書
を
送
っ
て
」
い
る
。
両
国
の
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
関
係
が
見
て
取
れ
る
。

ま
た
島
根
県
も
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
か
ら
「
竹
島
問
題
研
究
会
」
を
設
置
し
、
竹
島
問
題
に
つ
い
て
専
門
家
に
よ
る
調
査
・
研

究
を
進
め
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
県
が
所
有
す
る
竹
島
関
係
の
歴
史
的
公
文
書
や
こ
の
研
究
会
の
研
究
成
果
と
収
集
資
料
を
公
開
し
、

広
く
利
用
し
て
も
ら
う
た
め
、
竹
島
問
題
に
つ
い
て
よ
り
一
層
の
啓
発
活
動
を
行
う
た
め
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
四
月
に
竹
島
資

料
室
を
開
設
し
、
竹
島
（
独
島
）
問
題
に
関
す
る
国
民
的
な
啓
蒙
を
図
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
二
〇
一
六
年
六
月
一
日
に
は
、
隠
岐
の
島

に
竹
島
に
関
す
る
住
民
の
証
言
や
資
料
の
収
集
を
目
的
と
し
た
「
竹
島
資
料
収
集
施
設
・
久
見
竹
島
歴
史
館
」
を
開
館
し
て
い
る
。「
町

二
六
四



竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

で
は
、
こ
の
施
設
を
活
用
し
、
関
係
者
の
高
齢
化
が
進
む
中
、
竹
島
に
関
す
る
記
録
や
記
憶
を
、
後
世
に
引
き
継
ぐ
取
り
組
み
を
、
よ
り

一
層
進
め
て
い
き
ま
す
」
と
し
て
、
そ
の
心
意
気
を
強
調
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
自
治
体
単
位
で
の
活
動
の
た
め
、
韓
国
に
比
べ
て
規
模

も
内
容
も
十
分
と
は
い
え
な
い
が
、
将
来
に
向
け
て
き
ち
ん
と
し
た
対
応
を
継
続
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
気
込
み
は
伝
わ
っ
て
く
る

（
26
）

。

5
．
日
本
と
韓
国
の
国
境
線
に
絡
ん
で
見
え
て
く
る
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
の
国
際
海
洋
法
条
約
に
よ
っ
て
、
沿
岸
国
が
資
源
調
査
と
開
発
の
権
利
を
得
る
Ｅ
Ｅ
Ｚ
（
排
他
的
経
済
水
域
）

が
設
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
沿
岸
国
が
水
産
資
源
や
海
底
鉱
物
資
源
な
ど
に
つ
い
て
排
他
的
管
轄
権
を
行
使
し
う
る
水
域
で
あ
り
、
領
海
を

越
え
て
こ
れ
に
接
続
す
る
区
域
で
あ
っ
て
、
領
海
基
線
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
リ
の
範
囲
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
沿
岸
国
は
、
水

中
な
ら
び
に
海
底
と
地
下
の
天
然
資
源
の
探
査
、
開
発
、
保
存
、
管
理
の
た
め
の
主
権
的
権
利
、
な
ら
び
に
海
水
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
生

産
等
の
経
済
的
な
探
査
、
開
発
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
主
権
的
権
利
を
有
し
、
さ
ら
に
人
工
島
や
構
築
物
の
設
置
や
利
用
、
科
学
的
調

査
、
海
洋
環
境
の
保
全
や
保
護
に
関
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
Ｅ
Ｅ
Ｚ
が
設
定
さ
れ
て
以
来
、
黄
海
、
東
シ
ナ
海
、

日
本
海
で
も
、
日
本
と
中
国
、
韓
国
、
台
湾
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
周
辺
海
域
を
舞
台
に
、
平
和
的
解
決
を
求
め
た
交
渉
を
行
っ
て
い
る
反
面
、
衝

突
や
資
源
争
奪
戦
を
繰
り
返
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
た
な
海
の
時
代
が
到
来
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
明
確
な
対
応

が
必
要
な
時
代
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
27
）

。

Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
め
ぐ
り
日
韓
両
国
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
に
「
新
日
韓
漁
業
協
定
」
を
締
結
し
た
。
協
定
は
「
領

土
問
題
を
切
り
離
し
、
境
界
を
確
定
せ
ず
に
竹
島
（
独
島
）
周
辺
を
両
国
が
共
同
で
利
用
す
る
暫
定
水
域
と
す
る
こ
と
で
合
意
」
し
た
。

し
か
し
こ
の
交
渉
の
結
果
、「
暫
定
水
域
の
範
囲
が
漁
業
者
の
想
定
を
上
回
る
広
域
に
及
び
、
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
や
イ
カ
な
ど
の
好
漁
場
も
含

二
六
五



ま
れ
た
」
こ
と
か
ら
、「
日
韓
関
係
に
配
慮
し
て
韓
国
に
譲
歩
し
た
と
さ
れ
、
漁
業
者
は
猛
反
発
し
た
」
と
い
う
事
実
と
、「
し
か
も

一
九
九
九
年
の
協
定
発
効
か
ら
一
四
年
後
の
二
〇
一
三
年
、
暫
定
水
域
は
、
共
同
利
用
と
は
名
ば
か
り
で
、
実
質
的
に
韓
国
漁
船
が
占

拠
」
し
、「
乱
獲
な
ど
に
よ
り
資
源
減
少
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
」
で
あ
る
と
い
う
現
実
が
報
告
さ
れ
て
い
る

（
28
）

。

竹
島
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
対
立
の
背
景
の
一
つ
に
、「
竹
島
周
辺
海
域
は
豊
富
な
漁
場
」
で
あ
る
と
す
る
説
明
も
多
い
。「
日
韓
で
そ
の

領
有
権
を
巡
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
竹
島
／
独
島
は
、
日
本
と
韓
国
の
本
土
か
ら
概
ね
等
距
離
に
あ
る
日
本
海
／
東
海
上
に
位
置
し
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
両
国
の
日
本
海
／
東
海
漁
業
と
の
関
わ
り
で
議
論
さ
れ
や
す
い
特
性
を
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
領
土
と
い
う
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
喚
起
し
や
す
い
性
向
と
結
び
つ
き
、
そ
の
価
値
は
い
さ
さ
か
過
大
に
付
与
さ
れ
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
。
…
略
…
と
こ
ろ
が
、

実
際
に
は
『
豊
富
な
漁
場
』
で
あ
る
こ
と
を
疑
問
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
資
料
の
存
在
が
少
な
く
な
い

（
29
）

」
と
の
説
明
は
、
実
態
を
少
し
冷
静

に
見
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
韓
漁
業
協
定
で
設
定
さ
れ
た
「
暫
定
水
域
」
は
、
竹
島
を
韓
国
領
と
し
て
設
定
し
た
場
合

の
中
間
線
よ
り
日
本
側
に
広
い
。
し
か
も
竹
島
か
ら
離
れ
た
水
域
の
端
に
位
置
す
る
大
和
堆
や
浜
田
沖
の
通
称
「
浜
田
三
角
」
や
「
隠
岐

北
方
」
な
ど
が
韓
国
漁
船
の
漁
場
と
な
っ
て
お
り
、
漁
場
確
保
の
争
い
が
新
協
定
の
締
結
を
遅
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る

（
30
）

。

同
様
の
動
き
は
尖
閣
諸
島
周
辺
で
も
起
こ
っ
て
い
る
。
日
本
と
台
湾
両
国
（
一
国
と
一
地
域
）
と
で
は
、「
日
台
漁
業
協
定
」
締
結
の
必

要
性
が
認
識
さ
れ
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
四
月
一
一
日
に
「
一
部
水
域
で
の
操
業
ル
ー
ル
」（
日
台
漁
業
協
定
）
が
締
結
さ
れ
た
。
協

定
で
は
、
台
湾
が
春
の
マ
グ
ロ
漁
の
絶
好
の
漁
場
で
の
漁
業
権
を
求
め
た
こ
と
か
ら
、
台
湾
漁
民
に
あ
る
程
度
の
譲
歩
を
す
る
も
の
と

な
っ
た
。
こ
の
協
定
に
対
し
て
は
両
国
漁
民
の
不
満
は
残
っ
て
お
り
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
一
月
二
四
日
に
第
三
回
日
台
漁
業
委

員
会
が
台
北
市
で
開
か
れ
、
協
定
合
意
水
域
に
お
け
る
操
業
ル
ー
ル
が
合
意
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
八
重
山
諸
島
北
側
の
三
角
水
域
と
久
米

島
西
側
の
「
特
別
協
力
水
域
」
の
一
部
で
日
本
漁
船
の
操
業
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
日
台
漁
業
委
員
会
第
四
回
会
合
が
東
京
で
開

二
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竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

か
れ
、「
特
別
協
力
水
域
」
と
、
八
重
山
北
方
の
「
三
角
水
域
」
の
ル
ー
ル
見
直
し
で
合
意
し
た
。
こ
の
結
果
当
分
の
間
八
重
山
地
域
の

日
台
間
の
平
和
な
漁
業
の
営
み
は
確
保
さ
れ
る
見
通
し
が
つ
い
た
と
い
え
る

（
31
）

。

こ
う
し
た
状
況
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
が
資
源
の
乱
獲
と
中
国
漁
船
の
進
出
で
あ
る
。「
尖
閣
諸
島
か
ら
北
東
に
一
五
〇
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
日
本
海
。
竹
島
周
辺
の
海
域
は
日
韓
両
国
が
共
同
管
理
す
る
暫
定
水
域
だ
が
、
現
実
は
竹
島
を
実
力
支
配
す
る
韓
国

側
の
漁
船
が
占
拠
し
て
い
る
状
況
だ
。　

…　

略　

…　

取
材
し
た
韓
国
の
漁
業
関
係
者
は
『
捕
る
漁
場
が
少
な
く
な
っ
た
』
と
口
を
そ

ろ
え
た
」
と
い
う
事
実
は
、
韓
国
漁
民
の
乱
獲
の
実
態
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
し
か
し
、「『
夜
操
業
す
る
と
、
明
か
り
を
頼
り
に
よ
っ
て

き
て
、
網
で
バ
ー
ッ
と
も
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
』。
イ
カ
釣
り
を
営
む
韓
国
・
浦
頂
水
産
漁
業
協
同
組
合
の
林
鶴
珍
組
合
長
（
七
〇
）
の

怒
り
は
収
ま
ら
な
い
。
矛
先
は
中
国
漁
民
だ
」
と
い
う
現
実
は
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
中
国
漁
船
の
進
出
の
激
し
さ
の
一
端
を
物
語

る
も
の
と
い
え
る
。
沖
縄
で
の
調
査
で
も
、
台
湾
漁
民
の
乱
獲
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
が
、
中
国
漁
船
を
問
題
視
す
る
声
も
高
か
っ
た

（
32
）

。

漁
獲
高
や
漁
船
数
な
ど
を
総
合
的
に
見
た
各
国
の
「
漁
業
勢
力
」
の
強
弱
が
、
資
源
獲
得
競
争
に
色
濃
く
映
し
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は

漁
業
勢
力
の
強
い
国
が
資
源
管
理
に
抵
抗
し
乱
獲
が
進
む
、
い
わ
ゆ
る
「
共
有
地
の
悲
劇
」
と
い
っ
た
現
象
が
北
東
ア
ジ
ア
海
域
で
進
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。「
東
シ
ナ
海
を
中
心
に
見
た
日
中
韓
の
漁
業
勢
力
は
、
一
九
八
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
最
大
勢
力
だ
っ
た
日
本
は
現
在
は

最
小
。
増
勢
か
ら
縮
小
に
転
じ
た
韓
国
が
二
番
手
、
漁
食
文
化
が
爆
発
的
に
広
が
る
中
国
が
最
大
と
な
っ
た
」
と
い
う
現
実
は
、
今
後
東

シ
ナ
海
ば
か
り
か
日
本
海
周
辺
で
の
中
国
漁
船
の
進
出
を
懸
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
醸
成
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
33
）

。
中
国
の
海
洋
進
出

を
前
提
に
し
た
場
合
、
特
に
中
国
と
北
朝
鮮
、
中
国
と
ロ
シ
ア
共
和
国
の
間
に
何
ら
か
の
漁
業
協
定
が
締
結
さ
れ
、
中
国
漁
船
団
の
北
東

ア
ジ
ア
海
域
で
の
乱
獲
が
進
め
ば
、
日
台
韓
の
漁
業
や
海
洋
資
源
に
重
大
な
影
響
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
。
三
つ
の
国
と

地
域
が
共
同
し
て
事
態
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
今
後
の
協
定
を
変
更
し
て
い
く
必
要
が
高
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

二
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い
事
実
で
あ
る
。

6
．
中
国
の
海
洋
進
出
と
混
乱
す
る
北
東
ア
ジ
ア

海
上
の
国
境
線
あ
る
い
は
排
他
的
経
済
水
域
の
設
定
に
つ
い
て
は
一
定
の
基
準
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
が
二
〇
〇
海
里
以
内
で
複
数
の

国
家
が
向
き
合
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
複
数
の
基
準
が
あ
り
、
こ
れ
が
紛
争
や
対
立
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
大
き
く
大
別
す

れ
ば
、
大
陸
棚
を
基
準
と
す
る
自
然
延
長
論
に
つ
ら
な
る
「
衡
平
な
解
決
」
と
、
多
国
間
の
中
間
を
原
則
と
す
る
「
等
距
離
・
中
間
線
原

則
」
の
二
つ
と
な
る
。
海
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
関
係
国
の
中
間
線
を
境
界
と
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
大
陸
棚

が
陸
地
の
延
長
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
関
係
国
の
陸
地
か
ら
み
た
大
陸
棚
の
位
置
が
境
界
線
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
陸
棚
が

「
大
陸
の
一
部
が
海
面
上
昇
に
伴
っ
て
没
し
た
も
の
で
、
地
理
学
的
に
は
大
陸
周
辺
の
推
進
約
二
〇
〇
ｍ
ま
で
の
浅
海
を
指
す
」
こ
と
か

ら
き
て
い
る

（
34
）

。

こ
う
し
た
現
状
か
ら
中
国
は
、「
北
か
ら
南
へ
、
黄
海
、
東
シ
ナ
海
（
東
海
）、
南
シ
ナ
海
（
南
海
）
の
順
に
隣
接
し
、
一
万
八
〇
〇
〇

キ
ロ
を
超
え
る
海
岸
線
と
計
五
〇
〇
平
方
キ
ロ
よ
り
大
き
い
六
五
〇
〇
以
上
の
島
嶼
を
保
有
す
る
」
海
洋
大
国
で
あ
る
が
、
周
辺
国
と
の

海
上
国
境
は
ト
ン
キ
ン
湾
を
除
き
確
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
国
大
陸
と
朝
鮮
半
島
の
間
に
位
置
す
る
黄
海

で
は
、「
中
国
が
大
陸
棚
の
自
然
延
長
と
衡
平
原
則
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
韓
国
が
『
中
間
線
』
の
原
則
を
主
張
し
て
」
お
り
、
対

立
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
「
総
面
積
七
七
万
平
方
キ
ロ
の
広
が
り
を
持
つ
」
東
シ
ナ
海
は
、「
中
国
、
日
本
、
韓
国
の
陸
地

に
囲
ま
れ
た
『
半
閉
鎖
』
海
域
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
も
「
東
シ
ナ
海
東
部
の
大
陸
棚
に
関
し
て
は
、
中
日
、
中
韓
、
日
韓
の
間
で

重
複
面
積
が
大
き
い
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
も
中
国
は
、「
一
九
七
〇
年
代
か
ら
沿
岸
国
の
領
土
自
然
延
長
の
原
則
の
も
と
に

二
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竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

大
陸
棚
の
境
界
を
策
定
す
る
こ
と
を
主
張
」
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
と
韓
国
は
「
大
陸
棚
の
中
間
線
原
理
の
適
用
」
を
主
張
し
て

き
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
東
シ
ナ
海
に
つ
い
て
中
国
は
約
五
六
万
平
方
キ
ロ
の
管
轄
権
を
主
張
し
て
」
い
る
が
、「
中
日
の
主
張
重
複
が

約
二
一
万
平
方
キ
ロ
、
中
韓
の
主
張
重
複
は
約
一
二
万
平
方
キ
ロ
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
立
の
平
和
的
な
解
決
が
こ

の
地
域
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
35
）

。

「
日
韓
の
ト
ラ
ブ
ル
？
そ
ん
な
も
の
は
な
い
。
い
か
漁
で
問
題
な
の
は
北
朝
鮮
海
域
で
出
漁
し
て
い
る
中
国
漁
船
だ
」
と
い
う
発
言
の

真
意
を
、「
中
国
漁
船
が
日
本
海
／
東
海
に
お
い
て
不
法
操
業
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
話
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
北
東
ア
ジ
ア
に
等
し
く

拓
か
れ
た
海
洋
が
、
例
え
ば
日
韓
の
よ
う
な
二
国
間
の
関
係
で
し
か
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
両
国
で
い
く
ら
漁
業
秩

序
を
討
議
し
定
立
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
外
部
的
要
因
の
影
響
か
ら
、
そ
の
両
国
の
漁
業
は
免
れ
得
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
発
言

で
あ
る
」
と
説
明
し
た
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
日
韓
だ
け
で
決
定
す
れ
ば
済
ん
だ
も
の
が
、
中
国
、
場
合
に
よ
っ
て
は
北
朝
鮮
も
含
ん
だ
関

連
の
中
で
解
決
策
を
模
索
す
る
必
要
が
出
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
36
）

。
事
実
、
韓
国
と
中
国
と
の
間
で
は
、「
近
年
中
国
と
韓
国
の
間

で
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
蘇
岩
礁
に
つ
い
て
帰
属
問
題
が
起
き
て
い
る

（
37
）

」
こ
と
は
中
国
も
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
仁
川
沖
の
黄

海
で
一
〇
月
七
日
（
二
〇
一
六
年
・
筆
者
注
）、
違
法
中
国
漁
船
を
取
り
締
ま
っ
て
い
た
仁
川
海
洋
警
察
安
全
本
部
の
警
備
艇
（
警
備
艦
「
太

平
洋
三
〇
〇
五
」
搭
載
艇
）
が
漁
船
の
体
当
た
り
を
受
け
て
沈
没
し
た

（
38
）

」
と
い
う
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
今
後
日
本
に

も
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
。

日
本
と
中
華
民
国
（
台
湾
・
臺
灣
）
は
島
国
（
地
域
）
で
あ
る
。
韓
国
は
現
在
半
分
程
度
し
か
支
配
権
を
保
有
し
て
は
い
な
い
が
半
島
国

家
で
あ
り
、
国
境
の
多
く
は
海
で
区
切
ら
れ
て
い
る
。
日
台
（
臺
日
）
間
に
は
尖
閣
諸
島
の
帰
属
問
題
が
、
日
韓
（
韓
日
）
間
に
は
竹
島

の
帰
属
問
題
が
存
在
す
る
が
、
近
年
の
日
台
（
臺
）
韓
の
三
つ
の
国
と
地
域
の
間
に
は
中
国
の
影
響
力
の
増
大
と
い
う
問
題
が
認
め
ら
れ

二
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る
。
そ
れ
ゆ
え
三
つ
の
国
と
地
域
に
は
紛
争
を
早
急
に
し
か
も
平
和
的
に
解
決
し
、
相
互
理
解
に
基
づ
い
た
今
後
の
基
本
的
な
関
係
を
構

築
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
中
国
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
形
で
平
和
を
維
持
し
て
い
く
か
を
考
え
て
い
く
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
行
動
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

7
．
柔
軟
な
国
境
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
今
後
の
北
東
ア
ジ
ア
の
平
和

北
東
ア
ジ
ア
を
含
む
環
太
平
洋
地
域
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
や
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
よ
う
な
集
団
的
な
経
済
や
防
衛
等
に
関
す
る

組
織
は
存
在
し
な
い
。
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
や
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
は
存
在
す
る
も
の
の
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
な
ど
も
あ
り
明
確
な
組
織
だ
っ
た
動
き

は
見
ら
れ
な
い
。
安
全
保
障
関
係
で
は
ア
メ
リ
カ
と
の
個
別
関
係
を
中
心
と
し
た
も
の
が
多
い
。
一
九
五
一
年
に
は
、
四
月
に
米
比
相
互

防
衛
条
約
が
、
九
月
に
は
日
米
安
全
保
障
条
約
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
太
平
洋
安
全
保
障
条
約

（
Ａ
Ｎ
Ｚ
Ｕ
Ｓ
）
が
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
に
は
米
韓
相
互
防
衛
条
約
が
、
一
九
五
四
年
九
月
に
は
、
ア
メ
リ
カ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
フ

ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
の
間
で
東
南
ア
ジ
ア
条
約
機
構
（
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
が
、

一
二
月
に
は
米
華
相
互
防
衛
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
が
、
太
平
洋
同
盟
と
い
っ
た
広
範
な
防
衛
組
織
は
創
設
さ
れ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ

カ
が
構
想
し
た
、
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
韓
国
・
中
華
民
国
（
台
湾
・
臺
灣
）
に
よ
る
北
東
ア
ジ
ア
条
約
機
構
（
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
も
実
現
し
て

い
な
い
。

特
に
日
台
（
臺
日
）
で
は
尖
閣
列
島
の
帰
属
問
題
が
、
日
韓
（
韓
日
）
で
は
竹
島
の
帰
属
問
題
が
あ
る
。
中
華
民
国
（
台
湾
・
臺
灣
）
は

日
本
と
の
漁
業
協
定
に
お
い
て
日
本
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
黙
認
す
る
よ
う
な
形
で
漁
業
協
定
を
結
ぶ
代
わ
り
に
、
日
本
か
ら
の
大
き
な

譲
歩
を
勝
ち
取
っ
て
い
る
。
日
韓
（
韓
日
）
で
は
竹
島
問
題
を
先
送
り
す
る
形
で
漁
業
協
定
を
締
結
し
、
安
全
操
業
を
確
保
し
て
い
る
。

二
七
〇



竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

し
か
し
今
後
は
、
南
シ
ナ
海
、
東
シ
ナ
海
、
黄
海
、
日
本
海
に
お
い
て
、
中
国
の
影
響
力
が
拡
大
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
日
本
と
韓

国
と
中
華
民
国
（
台
湾
・
臺
灣
）
の
漁
民
に
と
っ
て
問
題
は
、
協
定
に
よ
っ
て
逆
に
漁
業
可
能
な
区
域
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
自
由
に
操
業
が
で
き
て
い
た
海
域
に
規
制
線
が
ひ
か
れ
、
操
業
が
一
部
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
不

満
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
一
九
九
九
年
の
新
日
韓
漁
業
協
定
で
設
定
さ
れ
た
、
日
本
海
の
日
韓
暫
定
水
域
が
日
本
の
不
利
な
形
で
設
定
さ
れ
、

か
つ
韓
国
漁
船
の
占
拠
が
続
い
て
い
る
理
由
の
一
つ
に
、
当
時
の
韓
国
漁
業
に
勢
い
が
あ
り
、
日
本
海
沿
岸
の
一
二
カ
イ
リ
近
く
ま
で
来

て
操
業
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
暫
定
水
域
に
よ
っ
て
漁
場
が
狭
め
ら
れ
た
韓
国
漁
民
に
と
っ
て
、
よ
り
広
い
暫
定
水
域
の
設
定

が
目
的
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
仮
に
竹
島
を
韓
国
領
と
し
て
境
界
線
を
想
定
す
る
と
、
韓
国
漁
船
が
集
中
す
る
数
少
な
い
好
漁
場
の

「
浜
田
三
角
」
や
「
隠
岐
北
方
」
な
ど
は
領
海
外
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
韓
国
漁
民
は
「
独
島
を
自
国
領
と
位
置
づ
け
て
境
界
線
を
主
張
し

な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
竹
島
問
題
は
「
敏
感
問
題
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
「
民
間
交
渉
」
を
強
調
し
、
好
漁
場
に
対
す

る
既
得
権
の
確
保
を
画
策
し
て
い
る
と
い
う
現
状
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
と
い
う
解
説
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る

（
39
）

。
こ
れ
ま
で
は
自

由
に
操
業
で
き
た
地
域
に
規
制
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
三
つ
の
国
家
と
地
域
の
漁
民
の
不
満
は
強
い
の
で
あ
る
。

領
土
問
題
の
平
和
的
な
解
決
手
段
を
類
型
化
す
る
と
以
下
の
四
点
に
整
理
で
き
る
。
そ
れ
ら
は

第
一
に
相
手
国
と
直
接
交
渉
し
、
合
意
点
を
見
出
す
こ
と
。

第
二
に
国
連
等
の
政
治
的
取
決
め
に
依
存
す
る
こ
と
。

第
三
に
国
際
司
法
裁
判
所
な
ど
国
際
的
な
司
法
に
解
決
を
委
ね
る
こ
と
。

第
四
に
紛
争
の
生
じ
う
る
可
能
性
の
あ
る
相
手
国
と
地
域
機
構
を
構
成
し
、
紛
争
の
対
象
よ
り
も
は
る
か
に
利
益
の
大
き
い
協
力
関
係

二
七
一



を
築
く
こ
と

（
40
）

。

と
な
る
。
日
韓
（
韓
日
）
関
係
に
お
い
て
は
、
第
四
項
目
を
前
提
に
、
い
か
な
る
地
域
の
協
力
関
係
を
築
い
て
い
け
る
か
が
カ
ギ
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。

冷
戦
時
代
の
三
つ
の
国
家
（
地
域
）
の
政
治
状
況
を
見
る
と
、
日
本
は
民
主
政
治
が
回
復
さ
れ
て
は
い
た
が
、
日
本
型
二
大
政
党
制
と

も
い
え
る
自
由
民
主
党
と
日
本
社
会
党
に
よ
る
政
治
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
自
由
民
主
党
の
一
党
支
配
体
制
が
長
く
継
続
す
る

と
と
も
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
が
激
し
く
、
現
実
的
で
合
理
的
な
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
方
韓
国
で
は
李
承
晩
の
独
裁
体
制
が

継
続
し
た
後
は
軍
事
独
裁
体
制
と
な
り
、
民
主
政
治
へ
の
移
行
は
大
幅
に
遅
れ
た
。
中
華
民
国
（
臺
灣
・
台
湾
）
で
は
蒋
介
石
・
蒋
経
国

と
続
く
、
国
民
党
に
よ
り
一
党
支
配
が
続
い
た
。
領
土
問
題
の
影
響
も
あ
り
三
つ
の
国
家
（
地
域
）
の
相
互
交
流
は
停
滞
気
味
で
あ
っ
た
。

韓
国
で
は
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
に
盧
泰
愚
大
統
領
に
よ
り
民
主
政
治
が
実
現
し
、
台
湾
で
は
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
に
李
登
輝
総

統
に
よ
っ
て
民
主
化
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
両
国
（
地
域
）
の
経
済
発
展
も
目
覚
ま
し
く
、
国
境
を
越
え
た
相
互
交
流

の
拡
大
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

島
嶼
部
の
帰
属
に
関
し
て
は
、
三
国
（
地
域
）
の
共
通
の
財
産
で
あ
り
平
和
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
解
消
さ
せ
、
Ｅ
Ｕ
型
の
つ
な
が
り
を

確
立
し
て
相
互
発
展
を
目
指
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
三
国
（
地
域
）
が
核
と
な
っ
て
、
タ
イ
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
な
ど
と
の

協
力
体
制
を
構
築
し
、
最
終
的
に
は
三
国
（
地
域
）
が
中
心
と
な
っ
て
Ａ
Ｃ
（A

sian C
om

m
unity

）
の
構
築
を
考
え
て
も
い
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
中
国
が
民
主
化
す
る
ま
で
は
、
三
国
（
地
域
）
の
協
力
関
係
は
、
地
域
の
安
定
と
平
和
お
よ
び
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の

と
い
え
る
一
面
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
価
値
は
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二
七
二



竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

註
こ
の
論
文
は
縦
書
き
の
た
め
、
数
字
に
つ
い
て
は
必
要
な
部
分
は
筆
者
が
ア
ラ
ビ
ア
数
字
等
を
漢
数
字
に
変
換
し
て
表
記
し
た
。
ま
た
二
国
間
問
題

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
日
韓
に
は
（
韓
日
）
を
、
竹
島
に
は
（
独
島
）
を
、
そ
の
他
の
ケ
ー
ス
で
も
筆
者
の
判
断
で
原
文
に
付
け
加
え
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。
筆
者
の
独
断
で
修
正
・
加
筆
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
等
に
若
干
問
題
が
生
じ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
の
視
点
で
必
要

と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
慎
重
に
行
っ
た
こ
と
を
理
解
い
た
だ
き
、
お
許
し
願
い
た
い
。

（
1
） 

岩
下
明
裕
著
『
入
門
国
境
学
』
中
公
新
書
二
三
六
六
、
二
〇
一
六
年
三
月
、
二
二
頁

（
2
） 

岩
下
・
前
掲
書
・
五
四
│
五
五
頁

（
3
） 

岩
下
・
前
掲
書
・
七
四
頁

（
4
） 

西
牟
田
靖
著
『
日
本
の
国
境
』
光
文
社
新
書
五
三
〇
、
二
〇
一
一
年
七
月
、
二
一
頁
参
照
。
な
お
西
牟
田
氏
は
現
在
の
国
境
の
状
態
を
、
ブ

ル
ー
ス
・
バ
ー
ト
ン
著
『
国
境
の
誕
生　

大
宰
府
か
ら
み
た
日
本
の
原
型
』
を
引
用
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
西
牟
田
・
前
掲
書
・
二
四
│
二
五
頁
）。

（
5
） 

西
牟
田
・
前
掲
書
・
二
一
│
二
二
頁
。
西
牟
田
氏
は
百
年
戦
争
（
一
三
三
七
│
一
四
五
三
年
）
と
三
十
年
戦
争
（
一
六
一
八
│
一
六
四
八
年
）

そ
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
が
確
定
し
た
明
確
に
線
引
き
さ
れ
た
領
地
を
「
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
」、
近
代
化
以
前
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
あ
け
す
け
な

国
境
を
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
と
呼
ん
で
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。（
西
牟
田
・
前
掲
書
・
二
二
│
二
三
頁
）

（
6
） 

尖
閣
諸
島
と
竹
島
に
関
す
る
「
無
主
地
先
占
」
の
時
期
や
問
題
点
に
つ
い
て
は
林
博
史
著
「
領
土
問
題
と
歴
史
認
識
」（
第
一
二
回
「
歴
史
認

識
と
東
ア
ジ
ア
の
平
和
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
光
州
会
議　

二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
か
ら
一
九
日
）（http://w

w
w
.ritsum

ei.ac.jp/acd/re/ssrc/

result/m
em

oirs/kiyou32/32-01.pdf

）
三
│
五
頁
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
7
） 

原　

知
章
著
「
八
重
山
諸
島
か
ら
み
た
日
本
／
沖
縄
『
国
境
の
島
々
』
の
歴
史
（
三
）」『
人
権
二
一
：
調
査
と
研
究
』
一
六
一
号
、
三
八
│

三
九
頁
参
照
。

（
8
） 

西
牟
田
・
前
掲
書
・
四
六
│
四
七
頁
、
保
坂
正
康
著
『
歴
史
で
た
ど
る
領
土
問
題
の
真
実　

中
韓
ロ
に
ど
こ
ま
で
言
え
る
の
か
』
朝
日
選
書

三
〇
九
、
二
〇
一
一
年
、
二
六
頁
、『
岩
波
日
本
史
辞
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
参
照
。

二
七
三



（
9
） 

『
岩
波
日
本
史
辞
典
』・「
満
州
国
」、「
満
州
事
変
」、「
日
中
戦
争
」
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
10
） 

塚
本
孝
著
「
竹
島
領
有
権
問
題
の
経
緯
」
調
査
及
び
立
法
考
査
局
編
『
調
査
と
情
報
』
第
七
〇
一
号
、
国
立
国
会
図
書
館
【
島
根
県
総
務
部
総

務
課
、W

eb

竹
島
問
題
研
究
所
編
『
竹
島
問
題
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
平
成
二
三
年
度
版
）、
島
根
県
総
務
部
総
務
課
、
平
成
二
五

（
二
〇
一
三
）
年
三
月
転
載
】
一
三
七
│
一
三
九
頁
参
照
。
な
お
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
（S

uprem
e C

om
m
ander for the A

llied P
ow

ers D
irective

）

を
外
務
省
は
連
合
国
総
司
令
部
覚
書
と
し
て
い
る
が
、
連
合
国
最
高
司
令
官
指
令
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
指
令
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
部
指
令
あ

る
い
は
対
日
指
令
と
い
っ
た
訳
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。（http://w

w
w
.w

eblio.jp/content/S
C
A
P
IN

）

（
11
） 

竹
島
の
概
要
は
外
務
省
「
日
本
の
領
土
を
め
ぐ
る
情
勢
」「
竹
島T

akeshim
a

」（http://w
w
w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/area/takeshim

a/g_

senkyo.htm
l

）
を
中
心
に
整
理
し
た
。
両
国
と
の
距
離
に
つ
い
て
は
「
山
陰
中
央
新
報
」
平
成
二
五
年
一
〇
月
三
一
日
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。

な
お
（　

）
内
の
数
字
は
内
藤
正
中
「
2 

竹
島
（
独
島
）
問
題
」
環
日
本
海
学
会
編
『
北
東
ア
ジ
ア
事
典
』（
環
日
本
海
学
会
創
立
十
周
年
記
念
事

業
）、
国
際
書
院
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
六
七
頁
を
参
照
し
た
。

（
12
） 

岩
下
・
前
掲
書
・
一
一
七
│
一
一
八
頁
。
な
お
岩
下
氏
は
、
こ
の
内
容
が
福
原
裕
二
著
「
竹
島
問
題
で
海
域
が
見
え
な
い
こ
と
の
罠
」、
岩
下

編
著
『
領
土
と
い
う
病
』、
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
の
原
案
と
実
際
に

つ
い
て
、
一
一
八
頁
の
「
図
2　

独
島
が
外
れ
た
李
承
晩
ラ
イ
ン
の
原
案
（
破
線
）
と
実
際
の
ラ
イ
ン
（
実
践
）」
の
出
典
が
、
池
鐵
根
著
『
水
産

富
国
の
野
望
』
韓
国
水
産
新
報
社
、
一
九
九
二
年
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

（
13
） W

eb

竹
島
問
題
研
究
所
編
『
竹
島
問
題
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
平
成
二
三
年
度
版
）
一
三
九
頁

（
14
） 

外
務
省
・
前
掲
資
料
・「
爆
撃
訓
練
区
域
と
し
て
の
竹
島
」
参
照

（
15
） 

外
務
省
・
前
掲
資
料
・「
日
本
の
領
土
を
め
ぐ
る
情
勢
」
参
照

（
16
） 

池
内
敏
著
『
竹
島　

│
も
う
一
つ
の
日
韓
関
係
史
』
中
公
新
書
二
三
五
九
、
孫
崎
享
『
日
本
の
国
境
問
題
│
尖
閣
・
竹
島
・
北
方
領
土
』
ち
く

ま
新
書
、
二
〇
一
一
年
、
一
五
〇
│
一
五
三
頁
参
照

（
17
） 

孫
崎
・
前
掲
書
・
一
四
七
│
八
頁
参
照

（
18
） 

保
坂
・
前
掲
書
・
六
三
│
六
四
頁

二
七
四



竹
島
（
独
島
）
を
め
ぐ
る
日
本
・
韓
国
・
近
隣
諸
国
の
関
係
と
北
東
ア
ジ
ア
の
現
状
（
山
田
）

（
19
） 

保
坂
・
前
掲
書
・
一
〇
九
│
一
一
〇
頁

（
20
） 

山
田
義
彦
著
『
日
本
の
国
境
』
新
潮
新
書
一
〇
七
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
│
一
九
頁

（
21
） 
西
牟
田
・
前
掲
書
・
七
〇
│
七
一
頁
。
な
お
西
牟
田
は
こ
の
内
容
を
、
原
貴
美
恵
著
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
盲
点
』
溪
水
社
、

二
〇
〇
五
年
を
参
照
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

（
22
） 

西
牟
田
・
前
掲
書
・
一
八
六
│
一
八
九
頁
。
な
お
西
牟
田
は
こ
の
内
容
を
、
ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
著
『
竹
島
密
約
』
草
思
社
、
二
〇
〇
八
年
を
参

照
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

（
23
） 

鳥
取
県
Ｈ
Ｐ
「
鳥
取
県
公
式
サ
イ
ト
」
と
り
ネ
ッ
ト
、
水
産
課
、
歴
史
的
経
緯
参
照
（http://w

w
w
.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?m

enuid=

44932

）

（
24
） 

隠
岐
の
島
町
教
育
委
員
会
発
行
「
ふ
る
さ
と
教
育
副
教
材
…
竹
島
に
関
す
る
記
述
の
抜
粋
」
竹
島
問
題
研
究
会
編
『
竹
島
問
題
に
関
す
る
調
査

研
究　

最
終
報
告
書
』
島
根
県
総
務
部
総
務
課
、
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
、
二
〇
六
頁

（
25
） 

独
島
博
物
館
、
安
龍
福
記
念
館
、「
捜
討
使
再
現
事
業
」
等
に
つ
い
て
は
、
韓
国
「
中
央
日
報
日
本
語
版
」
を
中
心
に
整
理
し
た
（http://

japanese.joins.com
/article/866/176866.htm

l?servcode=A
00&

sectcode=A
10

）。

（
26
） 

島
根
県
Ｈ
Ｐ
、
歴
史
的
経
緯
Ｈ
Ｐ
・「
竹
島
資
料
収
集
施
設
開
設
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.tow

n.okinoshim
a.shim

ane.jp/w
w
w
/

contents/1465433733102/index.htm
l

）

（
27
） 

こ
の
内
容
は
、
琉
球
新
報
・
山
陰
中
央
新
報
著
『
環
り
の
海　

竹
島
と
尖
閣　

国
境
地
域
か
ら
の
問
い
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
一
〇
一

頁
や
、
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
「
排
他
的
経
済
水
域
」（https://kotobank.jp/w

ord/

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
28
） 

琉
球
新
報
他
・
前
掲
書
・
一
〇
二
│
一
〇
三
頁
参
照

（
29
） 

福
原
裕
二
著
「
漁
業
問
題
と
領
土
問
題
の
交
錯
」
島
根
県
立
大
学
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
『
北
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
二
三
号
、

二
〇
一
二
年
三
月
、
琉
球
新
報
他
・
前
掲
書
・
六
五
│
七
〇
頁
参
照

（
30
） 

琉
球
新
報
他
・
前
掲
書
・
一
〇
二
│
一
〇
三
頁
参
照
。
な
お
隠
岐
の
島
町
教
育
委
員
会
・
前
掲
書
に
は
「
新
隠
岐
堆
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
31
） 

川
島
貢
著
「『
歴
史
的
』
日
台
漁
業
協
定
の
締
結　

│
そ
の
以
後
と
課
題
」（nippon.com

:http://w
w
w
.nippon.com

/ja/currents/

二
七
五



d00081/

）、
櫻
井
よ
し
こ
著
「
尖
閣
諸
島
周
辺
海
域
の
日
台
漁
業
協
定
『
沖
縄
県
が
政
府
に
抗
議
』
の
真
相
」『
週
刊
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
』
二
〇
一
三

年
四
月
二
七
日
・
五
月
四
日
合
併
号
参
照
、『
琉
球
新
報
』、「
日
台
漁
業
委
員
会
で
一
部
水
域
で
の
操
業
ル
ー
ル
に
合
意
」（http://

ryukyushim
po.jp/new

s/prentry-218346.htm
l

）
日
刊
漁
業
経
済
新
聞
（http://w

w
w
.suikei.co.jp

）
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
32
） 
琉
球
新
報
他
・
前
掲
書
・
六
六
│
六
七
頁
参
照

（
33
） 

琉
球
新
報
他
・
前
掲
書
・
六
七
│
六
八
頁
、
一
〇
三
頁
参
照

（
34
） 

稲
森　

守
著
「
東
シ
ナ
海
紛
争
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
日
本
大
学
生
物
資
源
学
部
『
人
間
科
学
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
四
八

│
四
九
頁
参
照

（
35
） 

李　

国
強
著
、
劉
旭
訳
「
中
国
と
周
辺
国
家
の
海
上
国
境
問
題
」『
境
界
研
究
』
№
1
、
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇
年

（http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/japan_border_review
/no1/03_li_guoqiang.pdf

）
参
照

（
36
） 

福
原
・
前
掲
論
文
・
六
五
頁
参
照

（
37
） 

李
・
前
掲
論
文
・
四
八
頁

（
38
） pelicanm

em
o

（http://japan.hani.co.kr/arti/politics/25356.htm
l

）

（
39
） 

琉
球
新
報
他
・
前
掲
書
・
七
〇
頁
参
照

（
40
） 

孫
崎
・
前
掲
書
・
一
七
九
頁

二
七
六
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